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別紙 弁護士法人の概要 

 

 弁護士法人は、弁護士法により設立が認められている法人で、社員が弁護士のみで構成

され、弁護士法3条の弁護士の業務を法人が受任してその業務を遂行することができる法人

です。 

 弁護士法人は、社員である弁護士の人的信用に着目した法人であることから、合名会社

に似た構造になっており、社員は原則として全員が業務執行権を持つとともに、対外的民

事責任も原則として全員が無限連帯責任を負います。主たる事務所の外に従たる事務所を

設置出来ることが特色の一つです。 

(1) 設立 

 弁護士法人は、弁護士が定款を定め、設立の登記をすることによって成立します（30条

の8、同条の9）。 

(2) 入会 

 弁護士法人は、設立と同時に主事務所の所在する地域の弁護士会の会員になります（36

条の2、1項）。 

(3) 名称 

 弁護士法人は、名称中に弁護士法人という名称を使用しなければなりません（30条の3）。 

(4) 社員の資格、権利義務 

 弁護士法人の社員は、弁護士に限ります（30条の4、1項）。 

 弁護士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負います（30条の12）。 

(5) 社員の人数 

 社員の人数に規制がないので一人法人も認められます。 

(6) 業務の範囲 

 弁護士法3条の弁護士の本来の業務のほか、定款に定めることにより、法務省令で定める

業務を行うことができます（30条の5）。 

(7) 受任業務の遂行方法 

 原則として、弁護士法人が受任事件の業務を遂行します。 

(8) 指定制度 

 弁護士法人は、受任事件の担当社員である指定社員を指定することができます（30条の1

4、1項）。指定社員が指定された特定事件は、業務執行については指定社員のみが業務執

行する権利を有し、義務を負います（30条の14、2項）。 

(9) 社員の責任 

 社員は、弁護士法人が債務を完済できないときは、法人の債務につき、各社員連帯して

弁済する責任を負います。ただし、特定事件につき、指定社員が指定されたときは、指定

社員に限り連帯責任を負います（30条の15）。 

(10) 社員の常駐 

 弁護士法人は、法律事務所に社員を常駐させなければなりません（30条の17本文）。 

(11) 従事務所 
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 弁護士法人は、従事務所を設ける事ができます（30条の17但書）。 

(12) 特定事件の業務制限 

 弁護士法人は、利益相反する特定事件について、一定の要件のもとに業務を行うことが

禁止されます（30条の18）。 

(13) 解散 

 弁護士法人は、定款に定める理由の発生、総社員の同意・解散を命じる裁判、社員の欠

亡等により解散します（30条の23）。 

(14) 継続 

 清算人は、社員の死亡により社員の欠亡に至ったときは、新たに社員を加入させて弁護

士法人を継続することができます（30条の24）。 

(15) 解散命令 

 法務大臣、社員、債権者その他の利害関係人は、裁判所に解散を命じる裁判を請求する

ことができますが、法務大臣が請求しようとする場合は、日弁連の意見を聴かなければな

りません（30条の25）。 

(16) 懲戒 

 弁護士法人の懲戒は、次の４種です（57条2項）。 

① 戒告 

② ２年以内の弁護士法人の業務の停止またはその法律事務所の業務の停止 

③ 退会命令（従たる事務所のみ） 

④ 除名（主たる事務所のみ） 

 

以 上 

 

 



２００８年７月１７日 

外国法事務弁護士の法人化及び複数事務所設置に関するヒアリング調査報告について 
 

 日本弁護士連合会は、日米規制改革イニシアティブに基づく法務省からの要請で、２０

０６年秋に外国法事務弁護士の法人化及び複数事務所設置に関するニーズ情報を得るため

のヒアリング調査を行い、その結果を別紙報告書（２００７年１月１２日付け）にまとめ、

法務省に提出した。その概要は以下の通りである。 

 

Ⅰ 調査目的、実施方法等 

大中小規模の計１０カ所の事務所に対しヒアリング。聴取項目はおおむね以下の通り： 

 法人化が認められた場合、法人を設立する意向があるか。 

 法人化が認められた場合、法人化したうえで支所を設置する意向があるか。 

 法人化をせずに支所を設置することが認められた場合、支所設置の意向があるか。 

など。 

すなわち、①外国法事務弁護士法人制度についてのニーズ、及び②法人制度を介さない

支所設置のニーズ、の２点のニーズ調査に資するものとして行われた。 

 

Ⅱ 調査の結果の総括 

 別紙調査報告書Ⅱ調査結果の項（２頁～６頁参照）。ヒアリングの結果を要約してそのま

ま記載。 

 これについて、上記①②の目的に照らして、分析を加えたものが、別紙調査報告書Ⅲ調

査結果の総括（６頁～７頁）である。大要以下のような総括がなされている。 

① 外国法事務弁護士法人制度についてのニーズについては： 

対象１０事務所中、１事務所のみが設立の意向ありと回答、４事務所が条件・状況次第

と受け取れる回答。ニーズはそれほどはっきりあるとは認められない。 

法人設立が認められた場合、支所を設置する意向ありと回答したのは１事務所であった。 

② 法人制度を介さない支所設置のニーズについては： 

対象１０事務所中、１事務所が明確に意向ありと回答、２事務所ができれば設置したい・

条件次第で設置したいとの意向。それほど切実なニーズは認められない、あるいは少な

くとも設置したいとしている事務所についても、なぜ法人設立を回避しなければならな

いかについての合理的理由は本調査からは明確には認められなかった。 

 

以上 
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２００７年１月１２日 

 

 

外国法事務弁護士の法人化及び複数事務所設置に関するヒアリング調査報告書 

 

 

Ⅰ 本件調査の目的及び実施概要 

 

本件調査は，日米規制改革イニシアティブに関し，①外国法事務弁護士についても弁護

士同様専門職法人制度を認めるかどうか，②外国弁護士及び外国法事務弁護士について，

専門職法人を設立せずに，支所設置を認めるかどうかについて，日本政府（法務省）の要

請に基づき，日本で活動する外国法事務弁護士のニーズ等を調査するものである。2005 年

４月の法改正により外国法事務弁護士と弁護士の共同事業及び外国法事務弁護士による弁

護士雇用が認められ，外国法事務弁護士の業務については大幅な自由化が実現したが，弁

護士法人に相当する制度は，現在も外国法事務弁護士には認められておらず，よって支所

設置も認められていない。この現状を前提として，上記①②について，内外平等化の観点

及び弁護士制度全体の観点から慎重な検討を要することを念頭に置きつつ，今後の日本弁

護士連合会（以下「日弁連」）内及び政府における制度検討の資料に供するため，極力客

観的かつ意味のあるニーズ情報を得ることを目的としたものである。 

 

調査方法としては，規模に応じて任意抽出した１０カ所の英米系外国法事務弁護士事務

所（所属する外国法事務弁護士が１０名以上の大規模事務所４ヶ所，５名以上の中規模事

務所４ヶ所，５名未満の小規模事務所２ヶ所※全て東京在籍事務所）を対象として，事前

に会長名での依頼状（添付資料ａ），意向回答書（添付資料ｂ）及びヒアリング質問項目

書（添付資料ｃ）を送付し，協力意向を確認した上で，協力を申し出た事務所に対し，日

弁連担当者が直接面談し，ヒアリング質問事項への回答を聴取するというヒアリング(面

接)形式を採用した。 

 

本件調査は，対象者が弁護士法人制度を正確に理解していることを前提とするため，ヒ

アリング質問項目書の送付に際しては，弁護士法人制度の概要説明書を添付している。た

だし，回答にあたって（特に質問項目２，３，４）対象事務所がどれだけ弁護士法人制度

を理解しその適用を深く検討した上での回答であるかについては，保証の限りではない。 

 

なお，具体的な個々の回答がいずれの調査対象先事務所から聴取した内容であるのかは，

本件面談調査に従事した日弁連外国弁護士及び国際法律業務委員会の担当委員及び日弁連

の担当役職員限りでの秘密厳守としたため，本報告においても，対象事務所名を便宜的に

ＡないしＪとの符号でのみ表記し，情報源が特定できない形をとった。 
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Ⅱ 調査結果 

 

調査協力を依頼した１０事務所のうち，８事務所が面談調査に応じたが，１事務所は法

人化及び支所設置のいずれについてもニーズがないとの理由で一切の回答を謝絶し，また，

１事務所は同じくかかるニーズがない旨の回答を書面で返答したのみで面談調査を謝絶し

た。 

 

面談調査に応じた８事務所からの聴取結果について，その詳細は，本報告書添付の事務

所ごとのヒアリング結果要旨及び結果集計表のとおりである。 

 

かかるヒアリング結果を踏まえ，これら面談調査に応じた８事務所と面談調査を謝絶し

た２事務所を併せて，調査対象事務所における外弁法人化及び複数事務所設置に関するニ

ーズをまとめると，以下のとおりである。 

 

1 現状で，貴事務所で，所属する外国法事務弁護士が，事務所所在地（本拠地）以外の

都道府県へ継続的・定期的に現地出張を要する案件は，どの程度ありますか。 

 

（前注） 

ヒアリング質問項目では，暫定的に「多い」「少ない」「非常に少ない」という回答肢

を用意した。しかし，これらは多分に主観的・評価的であり，むしろどれくらいの頻度で

出張等があるかを直截に記載するのが適切と判断した。従って，本報告書及び添付要旨結

果集計表においては，質問項目の回答肢に沿った分類は，あえてしていない。 

 

・ 事務所全体で年４０～５０回程度（日本弁護士も含めて） 

・ １人あたり月１回，各１～７日程度 

・ 事務所全体で月２～３回程度（出張するのは日本弁護士が主） 

・ 事務所全体で年６回程度 

・ 事務所全体で２ヶ月に１回，年に数回程度 

・ １人あたり月 1回，各２日程度 

・ 事務所全体で月１回あるかないか（外弁が行くことは少ない） 

・ 事務所全体で年５回程度 

・ 現在なし 

・ （無回答） 

 

1-2 その出張先が特定の都道府県であれば，どの都道府県であるかをお教えください。ま

た，現地出張を要する案件の売上げが貴事務所の売上げ全体において占める割合はど

のくらいですか。 
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出張先 

・ 関西地区の主要都市（大阪，神戸，京都） 

・ そのほか名古屋，福岡，静岡との回答あり。 

売上割合 

・ １事務所のみから「事務所全体の１割程度」との回答。他は回答なし。 

 

2 外国法事務弁護士による「弁護士法人」（別紙の概要をご参照ください）と同様の法

人（以下「外国法事務弁護士法人」とします）を設立が認められた場合には，これを

設立したいという意向がありますか。その理由は。 

 

（前注） 

ヒアリング質問項目では，暫定的に「はい」「いいえ」「わからない」という回答肢を

用意した。しかし，添付要旨結果集計表を見れば分かるとおり，質問に対する肯定的な回

答，否定的な回答の中でもそれぞれかなりニュアンスに差がある。従って，調査結果を無

理にこれら回答肢のいずれかに分類することはむしろミスリーディングになると判断し，

本報告書及び添付要旨結果集計表においては，ヒアリングの要旨のみをそのまま記載する

こととした。 

問３，問４においても同様である。特に，問４においては，問自体が仮定的であり，問

２，問３の回答をひきずっていると見られる回答も散見されるため，これを「はい」「い

いえ」「わからない」に分類してその結果だけをとりあげることは適切でないと考える。 

 

・ 本国の所属事業体では，税務上の問題などから，進出先では現地法制上の要求がな

い限り現地法人を設置しない方針をとっているので，設立する意向はない。（なお，

単独で開業している外弁には法人化は魅力がありうると聞いている。） 

・ 現在の日本弁護士との共同事業という事務所組織がうまく機能しているので，その

事務所組織を変更せずにできるならやりたいが，今の弁護士法人と同じ形態では，

外弁と日本弁護士との共同事業ができないことになるので，躊躇する。 

・ 有利な点と不利な点があり，有利な点としては法人としての契約が可能となる点，

信用性や信頼性の点，年金管理などの点があり，不利な点としては税務関係で交際

費が認められにくくなる点があり，前向きには考えたいものの，検討すべき課題が

多く，法人化するかどうかは未定。 

・ 有限責任が認められておらず，ＬＬＰ支所として法律業務ができないので，設立の

意向はない。 

・ 支所を設けるつもりはないが，現在の組合形態による日常業務上の不都合を解決で

きるメリット（例えば代表者交代時にも銀行口座を継続的に維持できることなど）

があると考えており，設立したい。 

・ 二重課税を上回る利益が見込めるのであれば設立を希望するかもしれないが，現時

点ではその検討ができていないので，設立を希望するかどうか分からない。 
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・ 検討はするが，社会保険等を考えるとコスト増になるので法人化は難しい 

・ 法人化しても有限責任・税務面での利点がない。支所設置が可能となることのみが

弁護士法人の利点と理解しているが，支所設置の必要はないので，法人化は考えな

い。 

・ 分からない。 

・ （無回答） 

 

3 外国法事務弁護士法人の設立が認められた場合には，弁護士法人と同様に，支所の設

置が一定の条件のもとで認められることになります。この場合，貴事務所は，法人化

をした上で支所を設置する意向がありますか。その理由は。 

 

（問 2の前注参照） 

・ そもそも法人化はしない方針なので，法人化しての支所設置をする意向はない。 

・ 現在の日本弁護士との共同事業という事務所形態を変えずに法人化できるならば

考えたいが，そうでないならば躊躇する。 

・ パートナーシステムでできるのであれば，前向きに考えたい。 

・ 東京以外に仕事がなく，あっても出張で十分対応できるし，そもそも東京以外の都

市での仕事を獲得しようとしていないので，法人化して支所を設置する意向はな

い。 

・ 日本は交通が発達しておりどこでも当日中には到着できるので，特に支所を設けけ

ればならないという必要はない。新しいオフィスを設けなければだめだという強い

ニーズが明らかにならない限り支所を設ける予定はない。現状ではオフィスを設置

したい場所は東京以外にはない。 

・ 二重課税を上回る利益が見込めるなら法人設立した上での支所を設立するかもし

れないが，現状ではそうした利益が見込めるか検討ができていない。外弁法人が制

度化されたら検討したい。 

・ オフィスを設置するのは東京だけで十分間に合うし，出張すれば十分。支所を設置

するとすれば大阪であろうが，大阪は地盤沈下が激しいのでその必要性がなくなっ

てきている。 

・ 依頼者がほとんど東京にいるので支所の必要がない。 

・ 支所設置の意向はない。 

・ （無回答） 

 

4  仮に法人化をせずに支所を設置しうるとなった場合には，支所を設置する意向はあり

ますか。その理由は。 

 

・ （問 2の前注参照）税務分野で競争関係にある大手会計事務所は各地に支所がある

ので，これとの競争上，大阪・神戸地区に支所を設置する必要性を感じている。対
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中国業務の拠点とする可能性もある。所属事業体では法制上の要求がない限り各国

単位での法人化をしない方針なので，法人化せずに支所設置したい。 

・ 出張ベースで業務を行っている者が多いので，日本弁護士との共同事業という事務

所組織を変えないで法人化せずに支所を設定できればより良い。 

・ 前向きには考えたいが，現状では分からない。 

・ 東京以外に仕事がなく，あっても出張で十分対応できるので，支所を設置する意向

はない。 

・ 日本は交通が発達しておりどこでも当日中には到着できるので支所を設ける必要

がない。現在においてオフィスを設置したい場所は東京以外にない。 

・ この方法が一番望ましい。現在の事務所形態のままで支所を設置できるほうがよ

い。 

・ 東京だけで十分間に合うし，出張すれば十分。設置するとすれば大阪であろうが，

大阪は地盤沈下が激しいのでその必要性がなくなってきている。 

・ 依頼者がほとんどすべて東京にいるので支所の必要がない。ただ，ビル事情により

東京のなかで一時的にオフィスの近くに別室を設けることは許されると理解して

いる。 

・ 分からない。 

・ （無回答） 

 

5 （支所設置に積極的な回答をした事務所に対して）貴事務所は，本拠地以外のいずれ

の都市に，外国法事務弁護士が執務する支所を設置しますか。なぜその都市に支所を設け

る必要があるのですか。その都市に対して出張することで対応できない理由は何でしょう

か。 

 

・ 大阪。クライアントへの利便性を高めることと，大手会計事務所との競争上の必要

性があるため。 

・ 大阪であるが，京都と名古屋も可能性あり。クライアントとのコミュニケーション

を大事にするため。 

・ 大阪又は関西地区のいずれかの都市。クライアントサービス向上には出張対応より

も現地に常駐するほうが理想的であり，クライアントサティスファクションにつな

がるため。 

 

6 （支所設置に積極的な回答をした事務所に対して）貴事務所が設置を考える支所の規

模，人数等できるだけ具体的にご教示ください。また，そこに所属する外国法事務弁護士

を何名常駐させますか。 

 

・ 初めから４～５名常駐させるのは現実的ではないので，外弁と弁護士各１名ずつ程

度になるのではないか。 
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・ 検討中だが，２名をまず常駐させ，時間をかけて４－５名に増やしてゆきたい。 

・ 支所を設置できる可能性が出てきた時点で考えたい。 

 

Ⅲ 調査結果の総括 

 Ⅰ記載のとおり，本件調査の主眼は，①外国法事務弁護士法人制度についてのニーズ，

及び②法人制度を介さない支所設置のニーズ，の２点である。客観的な情報収集という性

格上，Ⅱにとりまとめたとおり，本件調査で得られた結果をそのままの形で報告する。し

かしながら，同時に，日本政府における本調査結果の評価・検討の参考に供するため，日

弁連としての評価も併せて伝達することが，意味ある情報の提供に資するものと考えるの

で，本件調査結果の総括としてコメントする。 

 

①外国法事務弁護士法人制度についてのニーズについて 

 「外国法事務弁護士法人制度が認められた場合に設立する意向があるか（問２）」につ

いては，はっきり意向ありと回答しているのは，対象１０事務所中１事務所（Ｅ事務所）

である。また，４事務所（Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｉ事務所）が「条件・状況次第」と受け取れる回

答である。 

このような回答分布を見る限り，ニーズはそれほどはっきりとあるとはいえないように

思われる。 

 なお，何を目的として法人を設立するかであるが，「法人設立が認められた場合，法人

化をした上で支所を設置する意向があるか（問３）」について，わずか１事務所（Ｂ事務

所）が条件付で意向ありと回答しているのみである（同事務所は問２に対しても条件次第

という回答）。問２においてはっきり法人設置の意向ありと回答した１事務所（Ｅ事務所）

は，問３では逆にはっきり支所は設置しないと回答している。支所設置が認められること

が法人設立の効果の一つであるが，今回の調査結果を見る限り，支所を設置するために法

人を設立したいという意向は，少なくとも現時点では，明確には読み取れないように思わ

れる。 

 

②法人制度を介さない支所設置のニーズについて 

 「法人化せずに支所を設置しうるとなった場合，支所設置の意向はあるか（問４）」に

ついては，ある程度明確にその意向ありと回答しているのは，対象１０事務所中１事務所

（Ａ事務所）である。同事務所は，大手会計事務所との競争という具体的な事由をあげて

意向ありとしている。できれば設置したい，あるいは条件次第で設置したいとするのは，

２事務所（Ｂ，Ｃ事務所）である。また，１事務所（Ｆ事務所）は，支所設置の具体的ニ

ーズ，意向は不明（問３で「人を常駐させる必要が出てくる」ことをどちらかというと否

定的な要素としてあげているので，支所設置の具体的ニーズ自体ありと見ることは難しい

と思われる）だが，制度として「法人化しなければ支所を作れないのか疑問であり，現在

の事務所形態のまま（法人化せずに）支所を設置できる方がいい」としている。４事務所

（Ｄ，Ｅ，Ｇ，Ｈ事務所）がはっきりニーズなしと回答している（書面でニーズなしと回
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答したＪ事務所を加えると５事務所）。 

 以上がおおまかな回答分布であるが，問題はこれをニーズ調査の結果としてどう評価す

るかである。 

 意向ありと回答した１事務所については，問２においては，法人設立の意向なしとはっ

きり回答している。しかし，なぜ法人形態をとることができないのかの理由については，

「本国事業体の方針」「税務上の問題」というのみで，法人形態を避けなければならない

必然性は具体的に示されていない。 

また，できれば設置したい，あるいは条件次第との回答と見られる２事務所については，

現在の事務所形態を維持したいとの意向が一応読み取れるものの，なぜ法人形態を避けな

ければならないのかについての理由は示されておらず，法人設立が認められる法制のもと

で，支所設置のニーズが高まった場合に，法人形態をとって支所を設置する可能性もかな

りあるのではないかとも思われる。すなわち，少なくともこれら２事務所については，支

所設置のニーズに対しては，法人設立を認めれば対処できる余地はあるとも考えられる。 

なお，制度論として法人制度を介しない支所設置を認めるべきであるという１事務所に

ついては，制度に関する意見としてそのまま受け取るしかないが，具体的ニーズの裏づけ

がなく，ニーズ調査という観点からは，ニーズありとして分類することが適当かどうかに

ついては疑問がある。 

 法人制度を介しない支所設置を認めるかどうかについては，外国法事務弁護士の問題に

とどまらない弁護士制度全体に関わる問題であり，外国法事務弁護士のニーズだけから制

度に関する政策を検討することは不適当であることは論をまたないが，外国法事務弁護士

のニーズという側面からだけ見ても，その切実なニーズは認められない，あるいは少なく

とも「合理的」ニーズ（法人設立を回避しなければならない合理的理由に基づいたニーズ）

は，本件調査からは明確には認められないと考えられる。 

 

以 上 




